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（
自
動
車
の
流
通
に
関
す
る
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

日
本
国
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
対
し
、
公
正
取
引
委
員
会
（
Ｊ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
が
日
本
国
に
お
け
る
自
動
車
の
販
売

及
び
流
通
に
係
る
制
度
上
行
わ
れ
得
る
反
競
争
的
行
為
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
を
通
報
し
ま
し

た
。
当
該
調
査
は
、
他
の
情
報
源
に
加
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
他
の
外
国
の
製
造
者
並
び
に
日
本
自
動
車
輸
入
組
合
へ
の

聞
取
り
を
通
じ
て
収
集
し
た
情
報
を
含
み
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て

効
力
を
生
じ
た
後
二
年
以
内
に
完
了
し
ま
す
。
当
該
調
査
の
結
果
は
、
公
表
さ
れ
ま
す
。

暫定仮訳
（平成２７年１２月末時点の法的精査の最終段階にある条文案に基づき作成されたもの）


